
144　Ⅴ　課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税（令和４年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    208 261  2 095 697 435   542 396 224  1 553 301 211

第 一 種 事 業    155 590  1 499 082 654   390 199 182  1 108 883 472

物 品 販 売 業    11 697   74 689 876   28 250 017   46 439 859

不 動 産 貸 付 業    71 288   849 365 859   177 019 864   672 345 995

製 造 業    3 117   17 790 361   8 308 621   9 481 740

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    11 812   58 323 966   29 406 374   28 917 592

駐 車 場 業    1 509   9 928 685   3 645 765   6 282 920

請 負 業    32 810   170 992 183   79 243 210   91 748 973

印 刷 ・ 出 版 業     343   2 458 049    885 109   1 572 940

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    17 336   271 231 106   48 514 525   222 716 581

周 旋 業     444   3 216 959   1 070 366   2 146 593

代 理 業    1 029   9 749 885   2 496 213   7 253 672

遊 技 場 業     67    962 577    193 950    768 627

そ の 他 の 事 業    4 138   30 373 148   11 165 168   19 207 980

第 二 種 事 業     10   4 546 110    21 995   4 524 115

畜 産 業     8   4 502 514    17 860   4 484 654

水 産 業     2    43 596    4 135    39 461

第 三 種 事 業    52 661   592 068 671   152 175 047   439 893 624

医 業 等    7 134   66 176 320   20 353 949   45 822 371

法 務 業 等    22 050   376 772 063   63 855 808   312 916 255

環 境 衛 生 業    6 538   33 051 821   18 958 050   14 093 771

そ の 他 の 事 業    15 342   106 635 063   44 488 896   62 146 167

あ ん 摩 業 等    1 597   9 433 404   4 518 344   4 915 060

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        ２  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　４  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公

　　　　　  認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニン

　　　　 　 グ業、公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


